
平成 30年 4月 2日

雇団法贅神奈川県 自動車会議所

1.目   的

自動車使用者及び利用者からの自動車に関する 「なんでも相談」に応 じ、相談者ひい

ては自動車ユーザーの利便を促進するとともに自動車関係事業の改善に資する。

また、自動車の保守管理に関する知識の向上 と、点検整備の重要性についての認識を

深めるため、 「1日 マイカー相談所 (関東運輸局神奈川運輸支局主催 )」 を併設 し、自

動車の安全確保、公害防止等に資する。

2.主   催  一般社団法人神奈川県自動車会議所

3.共  催

(独法)自 動車事故対策機構神奈川支所、 (一社)神奈川県バス協会、 (一社)神奈

川県タクシー協会、 (一社)神奈川県 トラック協会、 (―社)神奈川県自動車整備振

興会、 (公財)神奈川県交通安全協会、神奈川県自動車販売店協会、神奈川県軽自動

車協会、神奈川県中古自動車販売協会、神奈川県自動車整備商工組合、神奈川県自動

車電装品整備商工組合、 (一財)日 本自動車査定協会神奈川県支所、神奈川県自動車

車体整備協同組合、 (一社)神奈川県 レンタカー協会、神奈川県タイヤ商工協同組合

4.後   援  関東運輸局神奈川運輸支局、神奈川県、 (公財)横浜市消費者協会

5.会   場  横浜駅東口 新都市プラザ (そ ごう地下 2階正面入口前)

6.期   日  平成 30年 11月 8日 (木)か ら9日 (金)の 2日 間

11:00よ り17:00ま で

7.相 談 内 容

自動車の使用上及び利用上で、困っていること、知 りたいこと、ア ドバイスのほしい

ことなど自動車全般について (当 日処理できないものについては、調査の上、後 日回答

することとする。 )

8.相 談 員  関東運輸局神奈川運輸支局

神奈川県安全防災局安全防災部 くらし安全交通課

神奈川県自動車税管理事務所

共催の自動車関係団体の担当者

9.弁 護 士  法律問題に対応する。

9日 (金)のみ、 13:00よ り17:00ま でを予定
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10.ア ンケー ト調査の実施

11.記念品の進呈

共催団体より記念品の醸出を受け、相談者及びアンケー ト回答者に進呈する。

12.PR刊 行物の展示、配布

共催団体等のPR刊行物を展示、配布する。下記は、昨年の展示、配布例

「知れば知るほど軽 自動車」      軽  自  動  車  協  会

「運輸支局・軽検協のご案内」      自  動  車  会  議  所

13.DVDに よる交通安全のPR

14. 広      報

イ.*新聞広告  神奈川新聞

*イ ベン ト情報サイ ト  レアリア

*ラ ジオ放送     横浜 FM

*チ ラシ   20, 000枚

・関東運輸局神奈川運輸支局窓 口

・県自動車税管理事務所、横浜市消費生活センター窓口

・バス営業所 。自動車関係団体窓口等

広告内容

1)自 動車の売買のことでわからないこと、困ったこと

2)すでに自動車をお持ちの方で故障や整備、車検のことで困ったこと

3)バ ス、タクシー利用上の意見、要望

4)荷物の運送や引越の相談

5)交通事故や 自動車の税金などで困ったこと

6)そ の他 自動車に関することで困ったこと、お尋ねにな りたいこと、ア ドバイスが

ほしいことなどなんでも「自動車なんでも相談所」へ どうぞ

口.ポスター

15.経   費

16.事 務 局

B2版   180枚

主催者が負担  ( 相談は無料  )

一般社団法人神奈川 県 自動車会議所内

「自動車なんでも相談所」 電話 (代)045(932)3249


